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桑名市同和地区生活実態調査の概要

桑名市は、日本国迩法の輔神に則り市民憲章

を制定し、基本的人椛を尊亜する市政の実現を

めざしてきている。同市が、この観点から同和

間剛の解決に取り組み、行政施策として職種的

な描側を行ってきたことは、関係者の間ではつ

とに知られているところである。桑名市は昭和

44年の同和対策事業特別推進措髄法、昭和57年

の地域改善対策特別描画法をうけて、国および

県の施館と相侯って、対象地域における生活環

境の慾備、社会福祉の充実、産業の振興、教宵

文化の向上など、「部落差別」を解消するための総

合対策に取り組んできた。そのうえで昭和60年

に、同和対策の現状と課遡を的確に把握し、同

和間趣の解決をはかる艦礎資料を得るために、

「同和地区生沃実態淵壷」を実施する計画をた

て、全数調査を実施した。その調査結果の分析

が三Ⅲ短期大学地域間皿絶合淵査研究室に依頼

された。地研ではプロジェクトチームを結成し

て、昭和61年11月に報告密をとりまとめた。そ，

の報告啓の慨要を本通信の紙面を借りて報告する。

1．調査の概要

測査は、地区全世帯における(1)世帯と生活に

閲する邪項、(2)職業と就職に関する事項、(3)教

商に間する事項、(4)住宅と生活に関する馴項.‘

(5)柵祉と保健医療に関する耶項、といった生活

全般にわたる実態を的確に把握し、問題の抜本

的解決をめざして､今後のliil和行政をすすめるた

めの基礎資料を縛ることを目的とした｡調企対象

は、桑名市における同和対策躯業対象地腫に、

昭和60年11月30日現在において常住している世
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帯である。調査対象地区10の小地区に区分した

が、その特性の迎いから、A地域、B地域の2

つの地域に大区分した。

調査は昭和60年11月30日を基峨日として、11

月26日から29日にかけて配粟し､12月7日から10

日にかけて回収した。全世帯を対象として調査

を実施したが、回収率は93．0影であった。

2．人口・結婚と暮らし

性別柵成比は、男48.5妬、女51．5％であった。

女100人に対する男の数（性比）は94.1で、桑

名市全体の95.6（昭和60年国勢調査速報値）よ

りやや少ない。年齢構成をみると、15鰻未満の

年少人口は20.4％、15歳～64歳の生産年齢人口

は69.9影、65歳以上の老年人口は9．7％である。

桑名市全体と年齢別人口を比較すると、男では

15～29歳、女では45～59歳で市全体よりも大

きく上回っているのが特徴的である。地域別に

みると、A地域では、老年人口が多く（B地域

の倍以上の割合）、25歳-34歳人口が少ない。

これは、B地域に公営住宅を趣て、主として25

歳～34歳を世帯主とする世帯がA地域よりB地

域へと移転したためである。このため、B地域で

は年少人口､および､25～34歳台が多く他は少ない。

従来より同和地区では、1世帯あたりの世帯

員が多いと言われ、全国調査でも褒付けられて

いる（平均0.46人多い）が、桑名市では、同和

対策耶業の進展もあって、大家族が解消されて

核家族化が進み、1世帯あたりの世帯員は少な

い。世帯顛型の栂成比をみると、20旗未満の子

どもがあって配偶者がいない、父子家庭または



母子家庭は4．7％で、全国調査の7．5％、桑名

市の5．9形と比較すると、いずれも本調査の方

が少なくなっている。この世帯を含めて、核家

族世帯が全体の約6割を占めている。この核家

族世帯の中で殿も多いのが夫蝿と子どもだけの

世帯で、全体の37.2％、次いで夫蝿のみの世帯

が15.4％であった。なお、単独世帯（一人暮ら

し、単身者）は8．6％となっている。桑名市全

体と比較すると、夫婦のみの世帯が多く、母子

・父子家庭や単身者がやや少ない。

転入および転出については、本調査では地区

外からの転入者が多いことが特徴的であった(県

を8．3ポイント上回っている)L桑名市では比較

的社会的交流が進んでいることがうかがわれる。

次に、結蛎の状況を年代別にみると、「夫婦

とも地区の生まれ」の人は、急速に減少してお

り、昭和50年代に結婚した組では31.4％と、昭

和20年代以前に結婚した組の半分以下に減って

きている。他方、夫婦のうちいずれかが地区外

の生まれの結婚は急増し、昭和20年代以前に結

婚した組では、夫婦とも地区の生まれの約半分

であったのに対して、昭和50年代に結婚した組

では、この関係が逆転し、58．0筋と全体の約6

割を占めている。このように急速に地区の人と

地区外の人との結婚が進んできていることがわ

かる。県測査、全国調査と比較すると、桑名市

では、「夫蝿とも地区の生まれ」の組が10ポイ

ント以上低く、「夫蝿とも地区外の生まれ」の組の2

倍以上あることなど、地区の人と地区外の人と

の結婚や混住化の点で、桑名市では、県平均や

全国平均よりも進展していることがわかる。

各世帯の悪らし向きをみると、「月々の生活を

維持するのに十分な収入があって、貯金も充分

できるゆとりがあった」（1.5粥）、「月々の生

活を維持できる収入があって、毎月少しだが貯

金もできた」（12.5妬)、「月々の生活を維持でき

る収入があって、貯金した月もあった」（10.7

影）とゆとりを示した世帯が24.7影あった。ま

た、「借金の返済に追われて、苦しい一年であ

った」とする世帯か7.2筋とめだっている。なお、

「ゆとり」のある世帯とない世帯の比率はl対

3となっている。

3．福祉と健康
－2－

高齢化の進展および疾病柵造の変化により、

医療にかかる費用は所得の伸び率を上回って増

大してきている｡所得の低位性という問幽を零血す

るならば医療費の負担は大きく、医寂保険の整

徽拡充は亜要な課題である。医盛保険の加入状

況は、人数では97.1鬼世帯数では96.6％であり、

健康な生活を送る基盤となる医撤保険は整いつ

つある。地域別ではB地域の加入率が高い。し

かしながら加入していない人のうちには、保険

税（掛金）が払えないことを理由に挙げる人か

14.0％あった。医療保険のうち国民健康保険へ

の加入率が高いが、これは自営業関係者が多い

ためと思われる。旧制度上での年金の加入者状

況をみると、加入していない理由で「20歳未満

または学生である」と答えた人を除けば、有資

格者の年金加入率は78.9影となった。

生活保護については、全世帯の3．9％が受け

ていると答えている。この比率は桑名市の保護を受け

た原因として「生計を支えているものが病気に

なった」あるいは「失除した」場合と「老齢年

金だけでは生活できない」甥合か多くみられた。

保護年数が10年以上と答えた世滞のうち老齢年

金だけでは生活できない世帯が44.4％あり、老

齢年金の支給額にも問題が残されている。

健康に対する意識をみると、「非常に健康」

と「ふつう」と答えた人をあわせ84.0彫の人が

健康な生活を送っていることになる。厚生省の

昭和59年度保健衛生基礎調査では健康状態がE、

つう」または「よい｣と答えた国民が全体の83．8

粥であった。従来、経済・文化的低位性が疾

病などの健康状態に影響を及ぼすといわれてい

たが、今回の調査からすれば、健康状態に関し

ては保健衛生基礎調査結果と較差はみられなか

った。病気になったときに、56．9影の人が病院

等への通人院を行っていた。しかし7．7％の人

は治疲をしておらず、医者にかかっていない人

に理由をたずねると、「たいした病気ではないl

「時間がない」などの理由もあるが、「近くに

病院がない」「費用がかかる」などのように治

療を希望していても、施設や賀用の面で困って

いる人が17.9影いた。なお一年間の通人院期間

は1～10日間の人が多かった。

高齢者の健康と生活意識を凋査したところ、



60歳以上の人の27.9％が「健願である」と答え

た。そして時々通院するが程込んだことがない

人を含めると78.3影の高齢者が比較的健康な生

活を送っていることになる。高齢者の生活恵識

調査では、60歳以上で生きがいを感じている人

は55.0％で、残りの人は何らかの不満をもって

いるようであった。不満足と答えた人の理由の

一つに「老人向総合施設がないから」を挙げて

いる人が28.6％いたが、現在、老人柵祉センタ

ーの建設がすすめられていることから、この問

題は今後解消されていくと思われる。

4．就労の状況

15歳以上人口のうち、収入になる仕邪をして

いる人は69.3％であり、「毎日統けい勘いてい

る」人が60.7影、「ときどき働いている」人が

8.6％である。男女別にみると、男では79‘9％

の人が仕耶をしており、女では59.4影である。

これを桑名市全体と比鮫すると、男については

ほぼ同様の傾向を示しているが、女では仕帆を

している人が14.6ポイント商い数値を示し、女

の場合、桑名市全体と比較して、毎日働く人の

割合が高く、照業者の割合が低いことが明らか

となった。

仕事をしている人に、就労の形態を尋ねると、

会社・団体・個人珊業・官公庁などに勤めてい

る人が61.5影、自営業主が14.1影、自営業の手

伝いが12.6％､家庭で内職が11．3労などとなってい

る。これを三亜鼎全体と比較してみると、家庭

で内職をしている割合がりjで3.0ポイント、典

で16.5ポイント商い。また自営業の手伝いも25

ポイント尚かつた。勤めている人に占める7iirmI

者の割合は、郷で83.1％、女で50.9％であり、

県での常刷者の割合（ﾘlで86.2％、女で75.4彫）

に比べて、列で3.1ポイント下回っており、女

では24.5ポイントと将しく下回っている。その

分だけ、臨時耶川・日々IjiWM・パート・アルバ

イトといった不安定就業粉の割合が商いことに

なり、男で9．1％女で47.5影を占めている。

収入の形態を男女別に見ると、リ)の場合、40

歳から59蟻では「月給」は25.7％と少ないが、

30歳台、15歳から29歳では、それぞれ45.8妬、

47.0％と瑚加し、改態されている梯fがうかか
－3－

われる。時給・日給などは、40歳から59歳で15．

8％であるか、30歳台で9.3％に減少する。し

かし、15歳から29歳で再び16.7％と増加する傾

向にある。これは就労の形態において、若年鰯

にパート・アルバイト等が増加している傾向と

軌を一にしている。「自営業収入」人は若くな

るにつれて大きな減少傾向を見せており、15歳

から29歳ではわずか5．6％である。なお、「日

給月給」の人が、15鐘から29歳で22.8彫ある。

一方、女の鳩合、「月給」の人が15歳から29歳

では、46．3％と同年代の男とほぼ同率であるが、

30歳台以降になると約1割前後となる（ただ

し、60歳以上は3．8影）。「日給月給」の人は、

15畿から29銭で14．8％であるが、30歳台以上

になると半減している。時給・日給などは、パ

ート・アルバイトと関連して、女では高率を示

しており、特に30歳台に多い（38.9彫)。「出来

高給」は、内職などとも関連しているが、30歳

台以降で2割前後となっている。なお「自営業

収入」による人は、漸減傾向にあると思われる

が、15歳から29鰻では4．9％と非常に少ない。

職場の社会保障制度では、全体として「いず

れの社会保障制度もなし」とする回答が38.0影

でほぼ4割を占めた。特に女のみでは、「いず

れもなし」とした職場が58.1影を占め、男の凡、

ずれもなし」とする回答（23.8％）のおよそ2.4

倍にのぼった。働く女の職場の社会保障制度の

劣悪さを示すものである。

就労の内容について、男では、専門的・技術

的職業従耶濁が多く、県平均を4．6ポイント上

回って11.4影である。これに対して、女では県

の半分刺の4．0影である。邪務従邪者は、男女

ともに少なく、男で4．8形（県は12.7％）、女

で9．9％（蛾は21.0形）である。技能工・生産

工程従ﾘ‘茜は、男で県より5．5ポイント多く44．

5彫であるが、女では、20．1ポイント多く、

49.2％であり、顕蕃な特性をなしている。労務

作業従J11打は、リ}では4．6ポイント鼎より多く、

8．4％であるのに対し、女では県平均より少な

い。また、サービス職難従稲荷が男で3．1ポイ

ントリ,↓平均より間く5．9先、女で5．8ポイント

聞く15．8彫おり、サービス職業従靭肴の比率が

問い。第一次巌業に従‘lIしている人が0．4％し



力心存在しないことは、桑名市での第一次産業従

耶者が4．1彫（60年国勢調査速報値）であるこ

とに比して、大きな特徴となっている。

次に、年収を自営業者と内職者とについて累

積百分率でみていくと、50万円未満の届が7.0

ポイント多く、100万円未満の層では10.8ポイ

ント、200万円未満の脳では12.5ポイント差を

広げ、300万円未満の層でも9．4ポイントの差

がある。県民の平均と比べて明らかに低所得脳

が多い。もっとも、若干ながら高所得届も存

在している。次に屈用者についてみても、同様

の傾向が認められる。累積百分率でみると､100

万円未満の低所得層で6．6ポイント多く､200万

円未満で9‘1ポイント、300万円未満で11.0ポ

イントとその差が開いていく。自営業者よりは

少ないが、ここでも若干の高額所得者が存在する。

5．学歴と教育

15歳以上人口2‘297人の最終学歴をみると、

股も多かったのは、義務教育修了者で56.0影、

次いで中等教育修了者35.0％、高等教育修了者

5，7％の順であった。全国調査、および昭和55

年国勢調査（桑名市分）との比較では、本調査

はその中間に位世する。

戦後の新学制発足以後（年齢15歳～54歳）の

状況をみると、年齢が低下するほど進学率が上

昇し、15歳～19歳人口においては、88．8％の高

校進学率である。桑名市全体の昭和60年3月卒

･業者の高校進学率は92.5％であり、過去5年間

を平均すると約91影となるから、依然として3

ポイント近い開きが残っているものの著しい改

普がみられる。大学・短期大学への進学率は、

高校進学率同槻、年齢が低下するほど急上昇し

ている。20～24銭人口でみた場合、26．3影（商

校卒業者に限定すると32.2影）の進学率を示し

ており、三亜県の高校卒業者の大学・短大進学

率29.4彫を上回っている。このことは、地区住

民の努力と行政の努力との成果であるといえる

が、較差を完全に解消するためにさらなる努力

が求められる。

新学制になってからの中退者では、同等学校

中退と番えた人が75.0％で最も多く、中学校中

退16.7彫、短期大学・高等専門学校中退5．0妬

の噸になっている。新制高校発足後の高校中退

者は、全進学者中の5．0％にあたる。15歳～19

歳人口に限ってみると、中退者は4．7影である。

単純には比絞できないが、昭和59年度の県立高

校（全日制・定時制共）の中退率1．5％、同じ

く同和奨学生の中退率2．6％（県教育委員会調

べ）を上回る数値である。その理由をたずねる

と、「学力的についていけなかったから」「勉

強がきらいだったから」といった学力上の理由

が多かった。

次に、世代別に教育問題をみてみたい。

乳幼児の保育や教育について困っていることが

あると回答した世帯は32.5妬、である。困って

いることがあると回答した世帯について、その

内容を尋ねた結果「家庭でのしつけや教育がう

まくいかない」（57.4％）という悩みが圧倒的

に多く、「基本的な生活習憤が身につかない」

（9．3％）を含めると、悩みの7割近くが家庭教

育の根幹にかかわるものであるo他に、I子どもが

病気がちである｣(27.8％)、「保育所や幼稚園の

保育時間が短い｣(22.2％)、「遊ぶ場所・施設が

少ない｣(18.5％）などの回答が目立っている。

′1学生の教育について困っていることがあると回答

した世帯は30.2％､である。一方、中学生‘の教育

について困っていることがあると回答した世帯

は27.7％、である。全体的に「特に困っている

ことはない」という世帯が多く、乳幼児、小学

生、中学生と子どもの年齢が上がるにつれて、

その割合が少しずつ瑚加する傾向にある。中学

生を持つ保捜者の悩みでは、「高校へ進学する

には学力が不足している｣(38.5％）や「勉強に

ついていけなくなっている｣(28.2影)という学力

面での悩みがクローズアップされる。

そのため学校の学習指導に対する不満（18.5％）

も瑚加している。小学生までに多くみられた家

庭でのしつけについての悩みは減少しているが、

小学生では回呑のなかった「親とあまり口をき

こうとしない｣(20.5妬)という新たな悩みが現わ

れ、汁年前期の子どもに対する家庭教育のむず

かしさを垣間見ることができる。学校の生活指
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導に対する不満（18.5影）も家庭教育における

悩みと無関係ではないであろう。その他、「友

だちにいじめられる」が小・中学生ともに2割

前後を占めている点も気にかかる。

子どもの勉強への保謹者の対応のしかたでは、

「学習塾や習いごとに行かせている｣(50.5％)、

「自分から自主的に勉強できるようにさせてい

る｣(45.5影）、「教育狐会所や児亜館に行って

いる｣(44.6％）が主なものである。教育粟会所

や児壷館が児迩の学習活動に大きな貢献をして

いることは評価されるべきである。学習塾や習

いごとをみると、ソロパン（55.9影）が股も多

く、さらに学習塾（35.3％）、習字（25.5影)、

ピアノ・エレクトーン（19.6鰯）と続く。子ど

もの勉強への対応の地域差は、教育典会所や児

亜館の利用率に現われている。「教育集会所や

児童館に行っている」という世帯は、A地域38．

8％に対し、B地域71.1影で30ポイント以上の

開きがある。逆にA地域では「学習塾や習いご

とに行かせている」という回答が55.5影あり、

B地域の28.9妬とはやはり30ポイント近い差が

ある。

子どもの将来の学校や職業について、小・中

学生の保謹者がどのような恵向を持っているか

を検対してみると、商校の半ば義務教育化を反

映し、約9割が商校進学を希望し、そのうち約

半数が大学進学を希望している。

高校生の教育について困っていることがある

と回答した世帯数は28.9妬、「特に困っている

ことはない」と回答した世帯数は71.1影であっ

た。中学生までの甥合と同梯、「特に困ってい

ることはない」世滞の方がかなり多い。高校生

を持つ保謹者の悩みのトップは、「学費が高い

ので困っている｣(40.0％）という経済問題であ

る。ここに回答した世帯は奨学金を受けている

のであるが、それでも教育費が家計を圧迫する

ようである。

教育水邸を改悪するために、高等学校や大学

への進学者には奨学金給付および貸与の制度が

あり、専修学校または各顛学校人校者には修学

金制度が設けられている。そこで、対象となる

子どもを持つ保睡行に対し、これら制度の利用
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状況を尋ねた。暮らし向きとの関連では、苦し

くはない世帯では、受給世帯は非受給世帯の4.2

倍であるが、苦しいと思われる世帯では7．3倍

となった。

6．住宅と環境

住宅を所有形態別にみると、持家（家だけ所

有する持家分も含める）の割合は、桑名市の持

家率に比べて61.1影で12.7ポイント低い。地域

別では、A地域は持家が比較的多い地域である

が、公営・改良住宅も20.1％あり、民営借顎6.1

％、社宅他1.1％である。B地域は公営住宅が

97．3％を占め、持家は1．4鰯、民営借家1．3％

である。

居住室の室数については、5室が36.7形、市

全体では6室が17.9影であるが、居住室5室で

その割合を比較すると、20．1ポイント高い。平

均室数をみると5‘39室であり、市全体では5．42

室（昭和55年国勢調査）である。6室、7室の

住宅は、わずかに多いが、5室以下の住宅が多

いため、平均室数ではほとんど変わらない。

住居形態と居住室数との関係を見ると､持家(土

地、家とも）では6室が27.9％と最も多い。持

家（家だけ）では、5室と6室がそれぞれ18.2

妬と多く、あわせて36.4％を占めている。公営

・改良住宅では5室に80.9彫の世帯が居住し、

次いで4室が多かった。また、平均畳数は1世

帯あたり32.7畳であり、桑名市全体より1．2盤

狭い。しかし、1人あたりの平均畳数では9．6

挫であり、県および市の数値をわずかながら上

回っている。

住宅に関して困っている世帯をみると、41．4

％であり、具体的にどのようなことに困ってい

るかについてみると、「住宅の広さ」(31.5％)、

「庭がない・庭が狭い｣(31.2％)、「台所・浴室

・便所などの設備｣(29.9％）といった内容が多

い。

新築。建て替え・増改築についてみると、新

築等をしていない世帯が53.0％、した世帯が39．

4形、残り7．6％は無回答である。新築等をし

た世帯のうち、新築が64.5妬、建て替えが12．1

影、増改築が23.4形である。持家世帯のうち蛾



近約11年間に新築した世帯は、4割を超えていた。

住宅を建てて借金がある世帯は、建設をした

世帯中86.3％である。借入先をみると、地方公

共団体の融資が72．0％で多く、次が住宅金融公

邸から借入れた11.8影などであった。

生活環塘に対する不満の内容を地域別にみる

と、A地域では、「騒音、振動あり」という不

満が42.1％で殿も多い。次いで「路上駐車によ

る危険あり」が35.4影となっている。これらは、

「道路稲がせまく危険あり｣(19.5妬)、「買物が

不便｣(12.1％）とともに、通路・交通邪憎、交

通事故などの問題点と関連かあり対策がのぞま

れる。第3位は、「日あたり、風とおしが悪いl

が19.5影で、これは「家のたてこみ｣(9．8影）

と関連があり、あわせると29.3影となる。また、

「排水が悪く浸水の心配あり」（5.4％)、「蚊、

ハエ、ネズミが多い｣(12.1％）、「ゴミの回収

が少なく不法投棄あり」（5.4影）は、衛生面で

の対策が必要であろう。B地域では、「買物に

不便」が68.5影で一番多く、「通路幅がせまく

危険あり」（5．5％）、「路上駐血による危険あ

り」(46.6％）、「唖音、振動あり」(11.1影）な

どとあわせ、通路・交通耶冊に原因があると思

われる不満が多い。次に、「日あたり、風とお

しが悪い｣（8．2発）、「蚊、ハエ、ネズミが多

い｣(12．3％）、「ゴミの回収が少なく不法投棄

あり」(6．8％）なども多いが、これらは衛生面

での配慮、対箪が必要である。

7．被差別体験と対索

これまでに差別されたり、差別的行為や差別

的発言を直接見たり聞いたりしたことがあると

回答した世帯は52.7％であり､被差別体験世帯では1

世帯あたり平均2.4回体験している。そして、その被

差別体験が決して過去の通物ではなく、間H､騨決のた

めの長い努力があっても、今なお根深く残された問題

であることは、被差別体験の内容を、それを体

験した年代ごとに整理することによって明白で

ある。「学校教育の場」で受けた差別を除き、

他はすべて股近1年間に体験した件数が殿も多

い。結蛎（自分や家族・親戚の結端に際しての

差別、知人や友人の結婚に際しての差別）や職

場（就職に際しての差別、載甥内での差別）に

おける被差別体験は目立って多く、被差別体験

全体の中で、前者は34.1影、後者は28.1％を占

める。結婚についての差別問題で「困ったこと

がある」と回答した世帯は23.0％、就職や職場

での差別問題で「困ったことがある」と回答し

た世帯は18.1影である。こうした差別問題で困

ったときに、「だれかに相談したことがある」

と回答した世帯は、結婚の場合は42.9％、就職、

職甥での場合は31.8妬である。差別問題に直面

しながら、比較的多くの人々が、誰にも相談す

ることなく悩んでいる実態を知ることができる。

相談する相手では､結婚における差別問題に関し

ては「相手と直接話し合った｣(60.9妬）という

回答が多いが、就鞍、職場での差別問題に関し

ては、相談相手が多様である。しかし、「相談

したが、解決できなかった」という世帯が、相

談を試みた世帯の28.3妬（結婚）、25．7妬（就

職、職場）を占め、この問題のむずかしさを浮

き彫りにしている。

桑名市が昭和58年8月に市民および市職

員、教職員を対象に実施した「同和問題意識実

態調査」の中で、「同和地区の人と姻戚関係に

なること」に対し、59．7影の人が「できるだけ

避けるようにする」と回答しているが、今回の

調査結果とあわせ、地区外住民に対する啓発が

強く望まれるところである。

同和問題への取り組み方として最も多いのは

「県・市などの広報紙を読む｣(23.5％）であり、

広報紙が問題解決にとって重要な位置を占めて

いることがわかる。次いで、「家族で同和間趣

について話し合う｣(14.0筋）、「運動団体の機

関紙を読む｣(10.3影）、「新聞などの関連記瓢

を読む｣(9．0％）の順である。この結果から、

広報紙、機関紙、新聞などから悩報を得、それ

らに基づいて家族で話し合いをするという一般

的な取り組み姿勢を知ることができる。また、

差別を受けたことのある世帯では、そうでない

世帯よりも積極的に問題解決に取り組む傾向が

ある。

問題解決のために必要な事業のうちで、利用

されている主なものをみると、「住宅新築資金等の貸
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付｣(48.9影）が殿も多く、「教育奨励金の給付

又は貸付｣(27.5％）、「就学支度金の給付｣(27．

0影）「住宅人居措世｣(24.4影）となっている。

制度の利用状況と世帯主の年齢との関係をみる

と、25歳から49歳のところで利用度が商い。ち

なみに、住宅に関する制度については、新築世

帯は80.8影、公営住宅・改良住宅入居世帯は31．

9影である。他の諸制度についても総じて高い

利用率にあるといえよう。（文資岩瀬）

〔受入図普一覧〕

本研究室が昭和60年2月～昭和60年6凡に受入れた図書は次のとおりです。

条例研究通書5建築・都市開発条例、公営住

宅条例篠原昭次

触和時報原田 伴 彦 、 渡 部 徹 綿

第1巻（昭和3年5月～6年）（全6巻）

第2巻（昭和7年～9年6月）”

第3巻（昭和9年7月～11年）〃

第4巻（昭和12年～13年）〃

第5巻（昭和14年～15年）”

第6巻（昭和16年～20年1月）〃

部落解放運動基礎資料典Ⅲ巻

全国大会運動方針第30～35回

部落解放研究縄

Ⅱ巻

〃 21～29回〃

I巻

” 1～20回ノン

東上商志同和教 育 著 作 集 回 東 上 商 志

同和教育入門

〃 回 〃

戦後同和教育の成立

〃 回 〃

戦後同和教育の探求

jザ ｜ ］〃

戦後同和教育の運動

〃P 回 〃

戦後同和教育の相克
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東上高志同和教育著作集回

戦後同和教育の新展開

〃 回

戦後同和教育の証言

回”

同和教育の運動と実践

回〃

社会同和教育の実践

回”

同和行政の進展と教育

教育調査法

教育社会学を学ぶ人のために

UP選諜教育改革を考える

東上高志

J’

ﾉザ

ﾀワ

ﾀア

松原治郎繕

柴野目山縄

天野郁夫

日本の地力～技術的、経営的解明～

農政研究センター

財政学誠義井手文雄

憩法と教育基本樋新版永井恵一

現代行政全集23警察警察制度研究会

” 20運輸運輸行政調壷研究会

図説老人白書1983年版三洲文夫．侭田長宗

獅座差別と人権回女性磯村英一他編典

差別邪件その怖るべき人椛践剛尼崎町爵縄

識座差別と人椛回底辺社会礎村英一他繕災

身体障害者福祉関係法令通知梨昭和59年度

厚生省社会局更生課監修



昭和59年度厚生白謝一人生80年時代の生活

と健雛を考える－厚生省繕

医癒福祉シリーズ身体障害・難痢百問百答

大野卿夫・見浦康文編集

障害者福祉の動向ポスト国際陣害者年恥業報

告啓国際障害者年推進会識

教育調査法松原治郎褐

改訂社会教育ハンドブック

社会教育推進全国惚護会縄

日本社会教育史藤田秀雄・大串隆吉

世界の脅年との比較からみた日本の聞年

一世界青年意識調査（節3回）報告啓一

総理府宵少年対莱本部縞

生活柵造の変容と社会教育

伊聴三次幅

大学教育の理論大学法制と学生指導

堀江宗生著
日本教育法学会年報

教育行政の動向と教育法第12号

日本教育法学会
日本教育法学会年報

学校教育の理念と現実第14号〃

現代教育科学研究入門戦後日本の教育理捨卜

小川利夫・柿沼肇

下
” 〃P

〃

新 版憩法と教 育 基 本 法 永 井 恵 一

法政大学大原社会間趣研究所鰻密現代の高齢

者対策法政大学大原社会問題研究所

現代行政全染'6建設'1）延投行政研究会
〃 17”（Ⅱ)ハ，

学ぶものの立場にたつ教育を21世紀を生きる

教育教育改革への提言

全国学校図寄館協鍍会提原委員会

21世紀の大学筑波大学10年の挑戦袖田信之

袈務教育の危機！現場からの中教審「審畿経過

報告」批判 全国 進路 指導 研究 会

フリースクールその現実と夢

パット・モンゴヌリー・クレア．し．コーン

日本の教育第33典日教組節33次．日高教第

30次教育研究全国染会（兵叩）報告

日本教職貝組合
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教育改革を問う臨教審路線と教育の未来

大槻健・浜林正夫

世界の自由学校子どもを生かす新しい教育

堀真一郎編著

生涯教育対策実践シリーズ

(1)生涯教育とは何か「探迦から実践へ」

岡本包治･山本恒夫

〃

(4)生涯教育のアイデアと実践

〃P

dア

(5)生涯教育データバンク
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室俊司・大橋謙策
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文部省

現代高等教育の栂造江原武一

地域社会と文化3地域活動と肯少年

瀬沼克彰

生涯学習のすすめ板垣清一郎

転換期の高等教育行政と大学経営

資料縄（別冊）地域科学研究会

各種通信教育案内最新版資格・特技・趣味

，教養の主要獅座紹介一ツ橋書店編集部

大学教育論その理念と輔神を掘り下げる

岡昌弘

マイコンによる教育凋査岡本洋三

大学のカリキュラム井門富二夫

岩波ブックレットNu31

私たちののぞむ教育改革避抜から選択への転

換 を大田尭

社 会 教 育 の 自 由 と 自 治 島 田 修 一

社 会 教 育 の 思 想 と 方 法 長 浜 功

大学へのもう一つの通社会人入学･福入学の

すべて安井みすず

シリーズ21世紀への教育1教育改革の基本視

座学習社会と学校雅新

有閲格・奥田真文･河野壷男
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地域にねざす社会教育のこころみ
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現代都市計画用語録
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新建築学大系19市街地整備計画

新建築学大系糊梨委員会

現代の地域梱祉住谷雪・右田紀久恵

誹座差別と人椛5 心身障害者

一稀ケ潮康子・磯村英一・原田伴彦

警察六法昭和60年版警察庁長官官脚企画課

現代観光用語耶典日本交通公社

全国観光動向S58年度観光地入込肌光客統計

日本nM光協会

地方謡会姻貝大蛎典

全国都道府県錨会護長会事務局内地方護会鍛員大珊典
緬纂委員会

国土統計要覧6 0 年 版 同 土 庁

現代社会柵祉論その現状と課題

野久尾徳英・奥田是

児亜手当関係法令通述集厚生満児噸家庭局

保健・医掘と福祉の統合をめさして1980

保健・医縦社会学研究会

福祉教育ハンドブック

争圃社会緬祉協識会・全国ボランティア

ボランティア活動振興センター
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新版保育所保育指針一全文とその見方一

全国社会福祉協識会

地域福祉肘画理鵠と方法〃

社会教育と地域福祉大橋溌策

社会福祉施設迎営管理誼全国社会柵祉協議会

就学前教育の世界的動向ユネスコ糾査

ガストン・ミアラレ

現代の地域保健I健康保陣のとりで

西尾雅七

〃 Ⅱ健康保障への道程′γ

” Ⅲ老人保健の実践‘噸

障害児教育シリーズ

新しい障害児教育統合教育の実践をめぐって

柚木殻・鈴木克明

現代日本の社会福祉日本社会耶業大学

教育改革のための避本的施策文部省

輔神薄弱者間凹白瞥1984

日本籾神薄弱者福祉辿盟

高 齢 化 社 会 と 社 会 保 障 角 田 理 ・ 奈 倉 通 隆

欧州諸国の社会保障制度小林節夫

青少年問題用語小辞典（財)青少年間迦研究会

医療と禰祉現代資本主義と人間川上武

輔神薄弱者柵祉六法

厚生省児亜家庭局障害福祉課

老人六法61年版厚生省老人保健部

社会桐祉と諸科学5教育と福祉の理諭

小川利夫・土井洋一

社会耶業法制社会福祉選寄小川政亮

福祉の思想・入門識座3福祉の教育

伊藤隆二・上田燕・和田砿正

社会教育行政必挑昭和60年版

社会教育行政研究会

現代の児童禍祉諭安嘩順一

養謹施設ハンドブック

全伺社会福祉協議会・餐謹施投協鍛会

社会禍祉耶業関係法令通知集

厚生省社会局庶務課

商齢化社会シリーズ高齢化社会と社会保陣

三浦文夫・小林節夫

老人問題解投耶典森幹郎

世界新教育迎動選縛5未来の学校

金子茂・オットー



地域福祉組織猫永田幹夫

これからの保育所を考えるために

分伺保育協韻会

保育施 策を 考えるために(21”

保育所の般低基準を考えるために全国保母会

国際陣害者年政府関係資料梨

国際障害者年推進会凝

” 国連・海外関係資料

〃

体の不自由な人びとの福祉

厚生省社会局更生課

資料・文献典障害児保育を考えるために

蛎補改訂版全国保育鰹累会

社会福祉関係調査報告寄一覧

東京都社会福祉協醜会

NIRAOUTPUT

高齢化の現状と将来展望九州･沖純地方シンク

タンクネットワーク研究総合研究開発機柵

(改訂版)障害禍祉強入門星野真一郎・藤林哲

原田信一・井田範美

障害者解放迎勤の現在自立と共生の新たな世

界全国障害者解放連動迎絡会畿

国民年金法総覧社会保険庁年金保健部
ミネルバ福祉通瞥3現代「社会福祉」政筑舗

孝橘正一

心身障害の教育と福祉第1巻

佐藤親雄・中野善連

理動障害の教育と福祉第7巻

石部元雄・中司利一

社会保隙祁典 社会保瞳邪典絹築委側会

自治用語'1,蕊典知っておきたい1701W譜

'1,111牌一郎

職員参加松卜．f--．

企画寮ノ洲箭坂1↑;化俊彦

象金力噸裂改打坂桧垣正己

〔編集後記〕

Bプロジェクトは、同和地区生活実態剥斑（三

噸ﾘr1、桑名I1i、鈴腔蛎、名張市ノと「三服ﾘ,1に

おけるﾉ也碓敬行の現状と深題」の排5つの盗托

研究に精力的に取り細んでいる翁本})は、その

うち報告'1Iかまとまった桑名市の洲介の概挫を
－10－

交流の多い特殊学級教育宮崎直男

日本地方税制史丸山商満

苦悩する都市再側発大阪駅前ビルから

大久保昌一・角橋徹也

郁 市計 画川 名吉 ェ門

都市空間のIpIiu総合研究開発槻綱

新縞郁市汁画成瀬勝武・本門仁

村上永一・福岡正己

脅料蝿嬉教審・教育改革の動向

永井恵一・三輪定童

教育課程事典総鎗縄。各論絹岡津守彦

幕末・明治日本国勢地図消水嫡夫

農業六法昭和6'年版農林水産省

地方政治の保守と革新高寄昇三

電気通信小六法昭和60年版

日本電信電話株式会社

地方自治便覧（1985）文曹事務管理研究会

特殊法人総覧（昭和60年版）総務庁行政管理局

建設白秘（昭和60年版）建設省

図説農業白啓昭和59年度農林統計協会

科学技術白蒋昭和59年度科学技術庁

自主的社会参加活動の意義と役割

経済企画庁国民生活局

国民生活白書昭和60年版経済企画庁

背少年白啓昭和59年版

総務庁青少年対簸本部

公務員白謹昭和60年版人邪院

保育白寄1985

全国保育団体連絡会保育研究所

図説漁業白啓昭和59年度農林統計協会

防災白‘1ド昭和60年版国土庁

通 信 白 謝 W l f I 1 6 0 年 版 郵 政 竹

国土利用白謹IHI#1160年版国土庁

輔神薄弱者間迦IgIl1I1985

II本輔神抑弱肴桶祉巡盟

社会保障椛と柵祉行政小川政亮

掲城する。地域改沸対頭特別措擬法の期限切れ

をひかえて1面l和ⅢMnをめぐる動きは念であるが、

この澗代が間迦解決のﾉﾙ礎盗料となることを期

待したい。（I:N嵩）


